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令和６年第１２回赤穂市教育委員会議事録 

 

１ 日  時        令和６年１２月１９日 午後２時００分 

２ 場  所        赤穂市役所第２庁舎第２会議室 

３ 出席委員 

教  育  長      尾 上 慶 昌 

教育長職務代理者     大 河 龍 生 

委     員      志 水  矛 

委     員      井 本 学 明 

４ 委員以外の出席者  

教 育 次 長         高 見 博 之 

教 育 次 長         河 本  学 

文化財担当参事兼文化財課長   中 田 宗 伯 

学校給食センター担当参事    正 木 洋 志 

総 務 課 長         近 藤 雅 之 

学校給食センター所長       山 田 善 達 

こども育成課長         山 内 陽 子 

幼児教育指導担当課長       中 塚 真由美 

学校教育課長          杉 山 建 一 

生涯学習課長          万 代 充 彦 

スポーツ推進課長        岸 本 年 正 

中央公民館長兼市民会館長    本 家 信 治 

図書館長            狩 川 真 人 

書     記         長 尾 一 史 

５ 付議事項 

報告１５    特別職の職員の給与に関する条例の一部を

  改正する条例の制定について  

報告１６    赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関す

  る条例の一部を改正する条例の制定につい

  て 

報告１７    令和６年度赤穂市一般会計補正予算（１１

月）（その２）について  

報告１８    令和７年赤穂市二十歳のつどいについて  

報告１９    令和７年度予算要求について  

その他     （１）問題行動、いじめ・不登校の状況につ

 いて 
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議 事 録 署 名 

 

               教  育    長    尾 上 慶 昌 

 

 

 

               署    名    人    井 本 学 明 

 

 

 

               署    名    人    大 河 龍 生 
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令和６年第１２回赤穂市教育委員会議事録 

 

教育長     ただいまより、第１２回教育委員会を開会いたします。 

本日の委員会につきましては、池田委員より、赤穂市教育委員会会議

規則第１７条第２項の規定に基づく欠席の通知がありましたが、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により、

過半数の出席によって、会議は成立しております。 

はじめに、令和６年第１１回教育委員会議事録の署名を志水委員、井

本にお願いします。 

（ 教育長署名後、志水委員、井本委員の署名 ） 

教育長     次に、教育長の報告を行います。 

（ 教育長 報告 ） 

   次に、赤穂市教育委員会会議規則第１４条第２項の規定により、議

事録署名人２名を次のとおり指名いたします。井本委員と大河委員に

お願いします。 

議事に先立ち、赤穂市教育委員会会議規則第５条の規定により、議

案の公開又は非公開の決定を行いたいと思います。報告１９について

は、同規則第５条第１項第４号の教育予算その他議会の議決を経るべ

き議案についての意見の申出に関する事件に、その他（１）について

は、同規則第５条第１項第７号の会議の公開が不適当である事件に該

当すると考えられますので、いずれも非公開としてよろしいか。 

全委員     異議なし。 

教育長     以上のとおりの賛成をもちまして、報告１９及びその他（１)に

ついては、非公開と決定します。それでは、審議に入ります。報告

１５「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」事務局の説明をお願いいたします。  

事務局    （ 報告１５「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」議案書２ページ、議案参考資料２ページに

基づき説明を行った。  ） 

教育長    ただいまの事務局の説明について、ご質疑ございませんか。 

ご発言がないようですので、報告１５「特別職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例の制定について」の報告を終わり

ます。 

次に、報告１６「赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」事務局の説明をお願いい

たします。 

事務局    （ 報告１６「赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する例の

一部を改正する条例の制定について」議案書３～７ページに基づ



4 

き説明を行った。 ） 

教育長    ただいまの事務局の説明について、ご質疑ございませんか。 

ご発言がないようですので、報告１６「赤穂市学校給食調理員の

給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について」

の報告を終わります。  

次に、報告１７「令和６年度赤穂市一般会計補正予算（１１月）

 （その２）について」事務局の説明をお願いいたします。  

事務局    （ 報告１７「令和６年度赤穂市一般会計補正予算（１１月）（そ

の２）について」議案書８～１０ページに基づき説明を行った。 ） 

教育長    ただいまの事務局の説明について、ご質疑ございませんか。ご発

言がないようですので、報告１７「令和６年度赤穂市一般会計補正

予算 （１１月）（その２）について」の報告を終わります。  

次に、報告１８「令和７年赤穂市二十歳のつどいについて」事  

 務局の説明をお願いいたします。  

事務局    （ 報告１８「令和７年赤穂市二十歳のつどいについて」議案書

１１～１４ページに基づき説明を行った。 ） 

教育長    ただいまの事務局の説明について、ご質疑ございませんか。  

委員     当日の参加者数は、例年、対象者の７割か８割を見込んでいると

伺っていますが、今年も同様ですか。  

事務局    例年、対象者の８割を見込んでおり、今年も同様です。  

教育長    他にご発言がないようですので、報告１８「令和７年赤穂市二十

歳のつどいについて」の報告を終わります。 

次に、報告１９「令和７年度予算要求について」事務局の説明を

 お願いいたします。  

事務局    [ 非公開案件として、報告１９「令和７年度予算要求について」

説明を行った。 ] 

教育長    次に、その他（１）「問題行動、いじめ・不登校の状況について」

事務局の説明をお願いいたします。  

事務局    [ 非公開案件として、その他（１）問題行動、いじめ・不登校の

状況について説明を行った。 ] 

教育長     その他、事務局から報告事項等がありますか。 

事務局    （ 市民健康マラソンの実施について報告を行った。 ） 

事務局    （ 令和７年第１回教育委員会を１月２４日（金）午後２時から市役

所第２庁舎で開催することを報告した。 ） 

教育長     以上で、本日の日程は全て終了いたしました。これをもちまして第

１２回教育委員会を終了させていただきます。お疲れさまでした。 

 (午後２時５７分閉会)  


